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賛
否
・
討
論

南
星
中
体
育
館
雨
漏
り
工
事

和
解
金
６
０
０
万
円

賛
成
多
数
で
可
決

　

町
は
平
成
24
年
度
に
南
星
中
学
校
体
育
館
屋
根
改

修
工
事
を
行
っ
た
。
工
事
完
了
後
の
平
成
26
年
8
月

に
雨
漏
り
が
発
生
し
、
町
教
育
委
員
会
は
当
初
、
工

事
の
瑕
疵(

欠
陥)

と
し
て
、
請
負
者
に
補
修
を
求
め

た
。
し
か
し
、
２
回
目
以
降
の
漏
水
に
つ
い
て
教

育
委
員
会
は
、
直
接
下
請
者
に
補
修
工
事
を
依
頼
し

た
。
そ
れ
で
も
雨
漏
り
が
止
ま
ら
な
い
こ
と
か
ら
、

下
請
者
は
平
成
28
年
５
月
に
自
己
の
費
用
に
よ
り
、

屋
根
全
部
に
コ
ー
キ
ン
グ
工
事
１
１
３
０
万
円
を
行

っ
た
。
そ
の
後
、
町
へ
の
費
用
請
求
に
至
る
。

　

教
育
委
員
会
は
工
事
瑕
疵
を
特
定
で
き
な
か
っ
た

が
、
下
請
者
へ
瑕
疵
担
保
請
求(

補
修
工
事)

を
行
っ

て
い
た
。
し
か
し
、
調
停
に
お
い
て
瑕
疵
を
特
定
で

き
な
い
場
合
は
、
発
注
者
が
補
修
費
用
を
負
担
す
る

必
要
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
裁
判
所
よ
り
町
は
下
請
者

へ
６
０
０
万
円
を
支
払
う
和
解
案
が
提
示
さ
れ
た
。

【
和
解
内
容
】

・
相
手
方(

町)

は
申
立
人(

下
請
者)

へ
６
０
０
万
円
支
払
う
。

・
申
立
人
は
相
手
方
に
対
し
、
そ
の
余
の
請
求
を
放
棄
す
る
。

・
両
者
は
本
調
停
条
項
に
定
め
る
ほ
か
何
ら
債
権
債
務
は
存
在

　

し
な
い
。
た
だ
し
、
瑕
疵
担
保
請
求
を
除
く
。

反
対
討
論

○
宮
城
寛
諄

　

対
処
は
間
違
い
で
あ
っ
た
こ
と
は
教
育

委
員
会
も
認
め
て
い
る
が
、
再
発
防
止
策

が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
原
因
追

及･

再
発
防
止
の
た
め
第
三
者
に
よ
る
解
明

が
必
要
で
あ
る
。
百
条
委
員
会
設
置
も
検

討
す
べ
き
で
あ
る
た
め
反
対
す
る
。

○
大
城
毅

　

元
請
者
の
責
任
を
除
外
し
た
結
果
生
じ

た
事
件
で
あ
る
。
瑕
疵
担
保
に
関
す
る
認

識
の
甘
さ
が
あ
っ
た
。
教
育
長
の
み
な
ら

ず
、
町
長
も
責
任
の
所
在
を
明
ら
か
に
す

べ
き
で
あ
る
。

賛
成
討
論

○
玉
城
勇

　

瑕
疵
担
保
責
任
の
解
釈
の
違
い
が
あ
っ

た
が
、
両
者
と
も
雨
漏
り
を
直
し
た
い
と

い
う
思
い
が
あ
っ
た
。
教
育
委
員
会
も
反

省
を
し
、
二
度
と
な
い
よ
う
取
り
組
む
と

確
認
し
た
。
真
摯
に
対
応
し
、
両
者
が
納

得
す
る
結
果
と
な
っ
た
た
め
賛
成
す
る
。

※
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
）
も
同

様
の
反
対
討
論
の
た
め
省
略
し
ま
す
。

○：賛成　×：反対　－：宮城清政議員は議長のため採決に加わっていません

賛否分かれる
賛否が分かれた議案と討論があった議案についてお知らせします。

また、すべての議案の賛否は町議会のホームページで公開しています。

議　案

採
決
の
結
果

知
念
富
信

新
垣
由
雄

大

城

勝

大
宜
見
洋
文

照
屋
仁
士

赤
嶺
奈
津
江

浦
崎
み
ゆ
き

花
城
清
文

赤
嶺
雅
和

大

城

毅

宮
城
寛
諄

上
原
喜
代
子

玉

城

勇

金
城
好
春

大
城
真
孝

宮
城
清
政

和解及び損害賠償の
決定について

可 

決 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ —

平成28年度南風原町一般会計
補正予算（第5号）

可 

決 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ —


